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福 島 原 子 力
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本部福島原子力 中 村 剛補 償 相 談 室
郡山補償相談
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付議事件
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（１）地下水流入対策について

（２）営業損害における減価償却費の扱いについて

（３）その他
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開 会 （午前 ９時５８分）

〇委員長（渡辺英博君） それでは、ただいまより原子力発電所等に関する特別委

員会を開会いたします。

出席委員は13名、全員であります。町執行部からの出席者は、総務課長、生活環

境課長、同主幹、産業振興課長ほか原子力事故対策及び賠償対策担当係長でありま

す。また、本日は説明のため東京電力から石崎常務執行役員を初め、担当者の皆さ

んにおいでいただいております。職務のための出席者は、議長、議会事務局長、同

庶務係長であります。

お諮りいたします。この会議は非公開で進めてまいりたいと思いますが、ご異議

ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） 異議なしと認め、そのように決します。

早速付議事件に入りますが、まず東京電力（株）石崎常務執行役員よりご挨拶を

いただき、その後本日説明のためにおいでいただきました皆さんに簡単に自己紹介

をいただきたいと思います。

なお、委員の皆さんに申し上げます。東京電力（株）からの出席者は、お手元に

配付した名簿のとおりでありますので、ごらんいただきたく思います。

それでは、石崎常務執行役員、お願いいたします。

石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） おはようございます。東京電力の石崎でございます。

まずは、１年半を超えて今なお皆様方にご迷惑をおかけしていること、改めまし

て心からおわび申し上げます。申しわけございません。きょうは、こういうお時間

をいただきまして本当にありがとうございます。ご質問いただいたことに対してき

ょうこれからご説明をさせていただきますけれども、大人数で参りまして大変失礼

をいたしますけれども、できるだけ丁寧にこの場でお答えできるようにという思い

でやってまいりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。

それから、もう一つ、私ども大事な責務であります賠償の問題でございますけれ

osada
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▷
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ども、これも人をふやす等で一生懸命やっているつもりではありますけれども、い

ろいろまだまだ足りない点多々ありましてご迷惑をおかけしていること、これもあ

わせて心からおわび申し上げます。ただ、これからいろいろ財物の賠償等が始まり

ますので、また皆様方の個別のご事情をしっかりお伺いして、できる限り早くお支

払いできるようにこれからも努めてまいりますので、またいろいろご指導を賜りた

いと思います。

そういう中で、賠償の担当者が今回秋の異動で大幅にかわりまして、それも皆様

方には大変ご不快な思いや失礼な思いをさせてしまっているのではないかと思いま

、 、 、すけれども これもいろいろ事情がありまして その辺は何とぞご勘弁いただいて

これからもしっかり引き継ぎをやって賠償業務に滞りがないようにこれからも努力

をいたしますので、どうぞご指導よろしくお願いいたします。

では、きょう限られた時間ではございますけれども、早速一人一人の自己紹介の

、 。後ご説明をさせていただきたいと思いますので どうぞよろしくお願いいたします

〇委員長（渡辺英博君） では、自己紹介。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） 皆さんおはようございます。このたびの異動で、10月１日付の異

動で前任の郡山補償相談センター所長平井の後任で参りました塚田でございます。

一生懸命勉強して、きちっと向き合って対応させていただきたいというふうに思っ

ております。ぜひよろしくお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） おはよう

。 。ございます 福島地域支援室副室長で技術担当をやっております林幹夫と申します

きょうの地下水バイパスのご説明をさせていただきます。よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇執行役員立地地域部長（伊藤眞一君） おはようございます。立地地域部長の伊

藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター部長
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（中村 剛君） おはようございます。郡山補償相談センター一般総括グループマ

ネージャーをしております中村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇福島第一安定化センター土木部土木第二グループマネージャー（堀内友雅君）

おはようございます。福島第一安定化センター土木部土木第二グループマネージャ

ーをしております堀内と申します。本日どうぞよろしくお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室室長（林 孝之君） おはようご

ざいます。私、福島市内に事務所を置きます福島地域支援室で室長をやっておりま

す林と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。いろいろご迷惑かけま

す。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（武井澄男君） おはよう

ございます。同じく福島地域支援室副室長をやっております武井と申します。よろ

しくお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇原子力・立地本部土木・建築設備グループ課長（中原和彦君） 原子力・立地本

部土木・建築設備グループの中原と申します。本日よろしくお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） はい。以上ですか。ありがとうございました。

それでは、付議事件１、東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に関する事項

について （１ 、地下水流入対策についての件を議題といたします。、 ）

福島地域支援室、林副室長より説明を求めます。

林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 林でござ

います。それでは、お手元の資料に基づきましてご説明をさせていただきます。

Ａ４の横開き、左側に開いていっていただく資料でございますが、先般９月４日

の特別委員会の場ではご説明が不十分でございまして、本当に申しわけございませ

ん。きょうは補足の資料で説明をさせていただきます。まず、開いていただきます
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とシート１、右下にシート番号がございますが、シート１がございます。９月４日

の日にはこのシート１枚でこの地下水バイパスについてご説明をさせていただきま

したが、内容が不十分でございましたので、以下シート２以降でご説明のほうを補

足させていただきます。

早速ですが、シート２をごらんいただきたいと思います。この地下水バイパスの

コンセプトということでございます。建物の中に流入してくる地下水を抑制するた

めに、この地下水バイパスということを計画してございます。左側が現状でござい

まして、右側が計画している内容でございます。左側、まず左側のほうからでござ

いますが、地下水は主に透水層、地層の透水層を山側から海側に向かって流れてご

ざいます。海に向かう過程で地下水の一部が建屋内に流入しているというのが現状

でございます。これが建屋内の滞留水の増加につながっております。１日当たり約

400立米という地下水の流入がございます。この建屋内への地下水流入抑制のため

サブドレンという、もともと建物の周りにございます井戸、サブドレンと呼んでお

りますが、これの復旧をする必要がございますが、この復旧とあわせて地下水バイ

パスということを進めてまいる予定でございます。

右側の提案のほうになりますけれども、地下水のバイパスということで山側に揚

水井戸を掘りまして、それを、地下水水位を下げるというものでございます。詳細

もう少し別の資料でご説明いたします。山側から流れてきた地下水を建屋の上流で

揚水し、地下水の流動を変更するというのが地下水バイパスでございます。地下水

バイパスによりまして建屋周辺、主に山側の地下水位を低下させまして、建屋内へ

の流入量を抑制するというものでございます。もともとございますサブドレンにつ

きましては、引き続き復旧作業のほうは継続してまいります。

シートめくっていただきますと、シート３がございます。地下水バイパスの全体

スケジュールでございますけれども、工程表でございます。左側の項目、まず地下

水の事前の地下水水質確認、それから詳細設計等は済んでございます。そして、モ

ニタリング それからタンク設置 地下水バイパス設置工事ということで この24年、 、 、

度10月より作業に着手してございまして、工程表の10月のところをごらんいただき

たいと思いますが、モニタリングの部分、モニタリングの項目にございます追加サ
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ブドレン、新設観測孔、ここについては別の資料でご説明いたします。現在は揚水

井戸を設置する場所の伐採作業を実施中でございまして、11月からパイロット揚水

井、そして本格的な揚水井戸の設置という作業に移ってまいります。

続きまして、シート４ごらんいただきたいと思います。上空からの航空写真でご

ざいますが、揚水井戸の設置状況についてここで概要をご説明いたします。地図の

写真の中にございますピンク色の揚水井戸設置場所ということで、ピンク色の丸が

12個ございます。これ35メートル、海抜35メートルの高台でございまして、ここか

らのり面で下に海抜10メートル板につながっているところでございます。その高台

の海側に12カ所の井戸を掘ります。この写真の中の緑色の線は、これをくみ上げた

水を輸送するルートでございまして、一時貯留タンクと赤いマークがついてござい

ますけれども、赤い枠の中、ここに貯留タンクを３基設置する予定でございます。

水質を確認し、問題ない状況でございましたら水色の配管ルートで放水をするとい

う計画でございます。

続きまして、次のシート５をごらんいただきたいと思います。先日９月４日のご

説明ではこの縦断面というものがございませんで、説明が不十分でございましたの

で、このようなものをご用意させていただきました。縦断面図ではございますけれ

ども、縮尺を少し縦を長目に描いてございます。右上の写真の赤い破線、ここがこ

の断面の部分でございまして、１号機と２号機の間をこの下の断面図で記させてい

ただいてございます。左端、ＯＰプラス35というのは、海抜35メートルということ

でございます。ここに揚水井戸を設置する計画でございます。井戸の深さは、海抜

のプラス３メートルから７メートル程度を予定してございます。原子炉建屋、ター

ビン建屋というのが真ん中にグレーの、塗りつぶしてございますけれども、この建

物の中、海抜３メートルのところに滞留水の水位を今コントロールしておりますけ

れども、これよりも高い水位で、かつできるだけ低く下げるということでございま

して、緑色の地上の部分に青い点線で記してございますのが現在の地下水位という

ものでございまして、高台に揚水井戸を設置して水をくみ上げることで青い実線の

水位にコントロールしようというのが今回のこの計画でございまして、原子炉側の

山側の現状の水位、海抜７メートルから８メートル、これを４メートルから５メー
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トルに下げたいと思っております。同じくタービン側の海側、これは現在４メート

ルから５メートルですが、海抜３メートルで建物の滞留水の水位よりも高目にとい

うことでコントロールしてあります。この水位の調整が非常に難しいということで

ございまして、もう少し補足させていただきたいと思います。

次のシート６をお願いいたします。まず、揚水井戸の設置に先立ちまして、この

２カ所先行してパイロット揚水井というものを掘ります。左下の図の赤く赤丸で追

記しておるものがパイロット揚水井の設置予定場所でございます。まず、井戸を掘

りましてくみ上げ試験をやります。このくみ上げ状態をまず確認するというのがパ

イロット揚水井での確認事項でございまして、井戸のくみ上げ水の水質あるいは揚

水量、くみ上げ量の確認をいたします。２つございますので、片側からもう片方に

くみ上げた水を移すということでございます。

続きまして、段階的に確認しながら進めてまいりますが、シート７をお願いいた

します。くみ上げ状況が所定のくみ上げ状況であるかどうかということをしっかり

確認しながら、段階的にこれを進めてまいる予定でございまして、図の、真ん中の

図でございますけれども、黄色く井戸の絵がございますが、その真ん中、観測孔と

ございます。これを掘る予定でございます。右側の黄色い柱はサブドレンというも

ともとある、建物周りにございます井戸でございます。地下水バイパスの実施に当

たりましては、このように段階的に水位を低下させることといたしまして、地下水

位の経過状況、それから水質などをモニタリングしながら、建屋内の滞留水が建屋

外に漏れ出さないように慎重な水位管理を実施していきます。モニタリングに当た

りましては、原子炉建屋山側のサブドレンを活用するとともに、原子炉建屋と揚水

井戸の間に観測孔を新設するということでございます。

続きまして、シート８をお願いいたします。このくみ上げ状態の観測ということ

で、この図の中、高台のほうに12カ所の赤四角、赤い四角12カ所の井戸を掘る予定

の場所でございます。これに加えまして、黄色い二重丸、黄色く塗りつぶしている

赤い二重丸がございますが、これが先ほど申し上げました観測孔を掘る場所でござ

います。海抜10メートル板の山側の縁ということで、ここで観測をしたいというふ

うに考えてございまして、３カ所掘る予定でございます。現状もともと既設でござ
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います建物周りの井戸、サブドレンというものは青い丸で記載させていただいてお

りますけれども、井戸の数そのものはもっと多いのですけれども、現在この水位等

を観測している井戸はこの青丸の位置でございます。さらに追加で、赤丸の井戸を

追加で設置する予定でございまして、２号機の原子炉建屋の山側、それから４号機

の原子炉建屋のやはり同じく山側に追加のサブドレンを設置する予定でございま

す。これらの観測水位を十分に確認しながら、この井戸の効果というものを確認し

て進めてまいりたいということでございます。

なお、補足でございますが、次のシート、シート９から３枚、この浸透流の解析

に基づく地下水位の想定水位というものをお示しさせていただいてございます。ま

ず、シート９は現状の状態ということで、１号機から４号機の山側、建物の山側に

つきましては８メートルから９メートルという水位でございます。海側につきまし

ては、４メートルから５メートルというところでございます。

シート10が地下水バイパスを稼働させた場合の水位ということで、これも解析で

ございますが、このように水位を下げて地下水の流入量を抑えたいということで検

討しているものでございます。

以上、地下水バイパスに関します追加のご説明を終わらせていただきます。

〇委員長（渡辺英博君） 説明が終わりましたので、これより質疑に入りますが、

11ページの資料ですので、ページを追って審議したいと思います。

１ページ、２ページ、ご意見ございませんか。ないですか。

２番委員。

〇２番（遠藤一善君） 済みません、この透水層のところの幅なのですけれども、

後ろのやつを見ると結構のメートル数があるのですけれども、今現状で入ってきて

いるところ、建物のどこから入ってきているかは確認はされていないのだと思うの

、 、ですけれども それもあって少しずつ下げていくということなのでしょうけれども

結構高いところで漏れているところが出てきてしまったときには、３メートルのと

ころでやっていると言って、上から水入れるのと入ってくるのでオーシャン……も

っとわかりやすいページに行ってから話ししたほうがいいですね。

〔 全体で質問したほうが」と言う人あり〕「
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〇委員長（渡辺英博君） あっ、そうですか。わかりました。

それでは、全体で一括で委員の皆さんの質問を受けたいと思いますので、よろし

くお願いします。

２番委員。

〇２番（遠藤一善君） 済みません、５ページなのですけれども、水面からプラス

３メートルのところの赤い点線のところで今建屋内の水位を調整しているという

、 、 、か そこに今水位があるということなのですけれども 点線のところからだんだん

だんだん下げてくる中で、この下げるところまでの間で水が漏れていないというの

は確認されているのかどうかということをちょっとお聞きしたいのですけれども。

それから、１号機、２号機、３号機の状況によって若干違うのかもしれないので

すけれども、井戸を掘ったときにその井戸から抜く場所でその１号機に行く水、２

号機に行く水、３号機に行く水というのが管理できるのかという。もし管理できな

いのだとすれば、一番高いところに亀裂があって水が漏れているところの水位でと

めないと逆に中の水が外に出てきてしまうと思うのですけれども、その辺はどうい

うふうなシミュレーションしているのか、ちょっとお聞かせ願いたいのですけれど

も。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） ご質問あ

りがとうございます。

まず、建物の中の滞留水の水位、これプラス３メートルということでございます

、 。 、が これを超えることのないように水処理をまずやってございます 事故の後４月

昨年の４月、５月ぐらいはこれが、建物の中の滞留水が４メートルを超えました。

そうしますと、一番海側、海抜４メートルの敷地に海水、冷却水ポンプが設置して

ございますけれども、ここと同じぐらいのレベルになりまして、それを超えたこと

によって海に滞留水が漏れてしまいました。この現在管理しているレベルは、その

海に漏れるレベルに対して１メートルの余裕を持っているということでございまし

て、このプラス３メートルでキープするということは技術的にも可能だと思ってお

ります。地下水位を下げていくことによりまして、高いところの流入箇所から建物
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への流入がおさまっていきますが、それが滞留水のレベルよりも高い限りは滞留水

が逆流するということはございません。したがいまして、このプラス３メートルと

いう管理目標、ここを下回らなければ逆流はしないというふうに考えてございます

ので、ご心配の点につきましては高いところからだんだん地下水が流入している部

分、下がっていくとその分流入がおさまるというふうに考えてございます。

あと１号機、２号機、３号機のその区別ができるかということに関しましては、

コントロールは難しいと思います。全体で管理していくことになると思います。よ

ろしいでしょうか。

〇委員長（渡辺英博君） ２番委員。

〇２番（遠藤一善君） 今言ったのは、３メートルより下に下がるということでは

なくて、５ページの現在の水位の点線と最終的に目標のブルーの実線のこの間のと

ころから建屋の中に流入している亀裂はないのかということです。それが１号機、

２号機、３号機でその高さは全部確認されているのですかということです。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 大変失礼

しました。

その間での流入箇所もあるというふうに考えてございますが、具体的に確認がで

きているわけではございませんので、明確にはお答えできないところでございます

が、この青い破線と実線の間にも地下水の流入箇所はあるものというふうに考えて

ございます。

〇委員長（渡辺英博君） ２番委員。

〇２番（遠藤一善君） そうすると、建屋の中に水がどういうふうに落ちていって

いるのわからないのですけれども、直接、下にこれしかたまらないというのと、あ

と圧力容器の中にも水は入れているのですよね。そうすると空間があるわけで、そ

の空間のところは水がただ落ちていっているだけなのかというのがあるのですけれ

ども、水を入れているときに上には高い水とか、そういうのはないのですか。とい

うのは、なくなってしまったら、上から落ちてくる水が例えばあったらそこしみ込

んで逆流するというふうに考えるのですけれども、下にたまっている水しかないと
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いうことであれば、当然上は空間ですから、しみるほうが多くなると思うのですけ

れども、逆流はないと思うのですけれども、その亀裂から、建物の中の水は基本的

に外に行く状態にはなっていないということなのですか。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 大変失礼

しました。ご質問の意味を理解しておりませんでした。

建物の中の高レベルの排水、これが建物の高いところからこぼれているというこ

とはございませんで、原子炉の圧力容器、それと格納容器の中に注水をしてござい

ますので、そこの亀裂の入った部分、主にそれは地下のレベルだと思いますけれど

も、そちらで原子炉に注水したお水が漏れ出ていて、建物のその外枠のところで高

いレベルから水が噴き出して壁にかかっているとか、そういうようなことはござい

ません。格納容器の中からしみ出ているというような状況でございますので、滞留

水が建物の中、高いレベルに存在すると、建物の外枠においてですね、外枠の内側

において高いレベルで噴き出してかかっているとか水位が高いところにあるとかと

いうことではございません。

〔 じゃ、済みません。もう一つ」と言う人あり〕「

〇２番（遠藤一善君） 今ので建物は亀裂はどんどん、どんどん確認していくこと

になるのだと思うのですけれども、今心配していたのはある程度の高いところでと

めなければいけなくなってしまったときに、結局水量が下げられないなんていう状

況が可能性があるのではないかなというふうに思ったことと、あとこの後ろ、海側

のポイントは下がらないように書いてあるのですけれども、こんなにうまく……ご

めんなさい。水位の高いほうだけが低くなって、水平にしていくというのならわか

るのですけれども、うまく、下の出口は変えずにうまく斜めに水の水位を確保でき

るのかというのが非常にあるのですけれども。今止水板というのは、この海側につ

けている前回あった止水板というのは、この浸透水層のところまで止水板を落とし

ているわけですよね。だから、そんなに向こうも下がってしまったら、海の水が今

度逆流するということはない。止水板で全部とめられるとは思えないのですけれど

も。
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〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 海側につ

きましても、下がり過ぎというのは非常に悪いわけで、下がり過ぎてはいけません

ので、ご指摘のとおりその辺がうまくコントロールできるかというところが重要で

ございまして、シート８にございますように青い丸でお示ししております海側につ

きましても水位の観測をしっかりとやって、海側が下がり過ぎないということは大

原則でございますので、そこのところは確認しながらやってまいります。

あと海側の遮水壁につきましては、これが遮水するということで、そうすると余

計に抜けるということではございませんので、逆にこの海側の地下水位は保たれる

という方向になるというふうに考えてございます。

いずれにしましても、水位の下げ過ぎによって外に高濃度の滞留水が漏れ出ない

ということが最重要でございますので、これについてこのモニタリングをしっかり

しながら、水位の状況を確認しながら進めてまいります。

〇委員長（渡辺英博君） いいですか。

〔 いいです」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） そのほかございませんか。

９番委員。

〇９番（渡辺三男君） 全体的になのですが、１日400立米当たりが流入している

ということはかなりの水だと思うのですが、ページ追いますとサブドレン、事故前

のサブドレン何カ所か設置してありますので、事故前は全く建屋の中に流入水はな

かったと思うのですが、今回の地震の事象なのか、爆発の事象なのかでそれだけ流

入する箇所ができたという考え方でいいのですね。

そうしますと、前からあったサブドレンなのですが、事故後今までずっと機能は

していたのか、していなかったのかと、あとは当然水位を３メートル保つというこ

とで中と外の水位を同じく保って、外の水も中に入らない、中の水も外に出ないと

、 、いう方式をとるのだと思うのですが 電力さんの技術では今可能だと思うのですが

その辺で建屋の中で１メートルの余剰を持ちたいということで、今現在は３メート

ルまで下がっているのです 下がっているのですよね 先ほどの報告では その400立。 、 。
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米からの水を今までかなり毎日のようにくみ上げていたわけでしょうけれども、そ

の水が今現在どうなっているのか、その辺をお聞かせください。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） まず、サ

ブドレンの機能でございますが、事故後ずっと停止してございます。くみ上げをし

たいということでございまして、順次そのサブドレンに雨水等が浸入して、井戸の

中の水が事故の後汚れてしまいました。これをくみ上げたり、浄化したりして水を

きれいにして、このサブドレンがまた使えるようにということで準備を進めており

ます。事故の後はずっと機能しておりませんということでございまして。

あとこの建物の亀裂の原因でございますが、地震によるものなのかあるいは爆発

によるものなのかということは明確にはまだ確認できておりません。まずはサブド

レンがとまったことによって地下水位が上がったということで、地下水位が上がっ

たことが原因だというふうに考えておりますが、その地震と爆発の影響については

確認ができておりません。地下水位が上がったことによりまして、建物と建物の間

をつなぐ例えば配管ですとか電線ですとか、そういったものが建物を貫通しておる

場所がございますが、その貫通部分の建物とのすき間がございますので、そこに…

…そこから地下水が流入しているのではないかというふうに考えておりますが。と

いう状況でございます。地震と爆発による影響については、まだ確認はできていな

いということでございます。

、 、あと流入水 １日400トンということでどんどんふえていくわけでございますが

これを毎日処理をして建物の滞留水３メートルにキープするということはどんど

ん、どんどん処理水がふえてくるということでございますが、これについては貯蔵

ということでタンクを追加して設置したり、さらにはその処理水の水質をよりきれ

いにということで進めているところでございます。よろしいでしょうか。

〇委員長（渡辺英博君） ９番委員。

〇９番（渡辺三男君） わかりました。

あと一つ、このサブドレンなのですが、固体廃棄物ですか、この辺にこれ集中し

ているのですよね。何でこうやって集中していたのか。１号機から４号機までは割
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かし少ないのですよね、これ。ないのですよね。本来であれば、今回考えているく

み上げ井戸とかを逆にもっと建屋の近くに持っていったほうが効果的にはいいのか

、 、 。なと思うのですが やっぱり津波とか そういう部分を考えて上に持っていくのか

建屋つくるときに掘削範囲に入っている部分に持っていけば一番いいのかなと思う

のですが、この上に持っていった理由は何かあるのですか。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 大変失礼

しました。

このシート８の青い丸でございますが、現在水位を観測しているサブドレンピッ

トということでございまして、既存のサブドレンにつきましてはもっと多数ござい

まして、各建物の最低四隅にはございますし、海側のタービン建屋というところで

はその間にも、中間にも設置したりしてございまして、例えば１号機、２号機の建

物周りにはもう三十数カ所、３号、４号も同様の数がございます。これらのうち現

状その水位が観測できるものということでこの青丸を示させていただきました。も

ともとは建物周りの井戸を掘って地下水がたまらないようにしているというのがサ

ブドレンでございますので、ご指摘いただいたとおり多数ございました。というこ

。 。とでございます ちょっと説明が不足しておりまして申しわけございませんでした

〔 上に持っていったという。今回掘るやつ」と「

言う人あり〕

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 失礼しま

した。

今回、その上と申しますのは海側という意味で。

〔 いや、西側」と言う人あり〕「

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 西側の山

の高台という意味でよろしいですか。

〔 はい、そうです」と言う人あり〕「

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 高台のと

ころに井戸を掘るということで、例えばその10メートル板に近づいたところで井戸
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を掘ると直接的なその影響がありそうです。下がり過ぎだとか、そういったような

ことも心配されますので、少し距離を置いて、しかも高台にたくさん水が蓄えられ

ておりますので、そちらを掘ったほうが効果的だろうということで、この高台35メ

ートルのところに井戸を掘るという計画でございます。

〔 はい、わかりました」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

〔 はい」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） １番委員。

〇１番（早川恒久君） この地下水のくみ上げが12カ所あるということで、これを

一時貯留タンクに一旦ここでためて、ここで水質検査をして海に流すということ、

４ページのここに書いてあるのですけれども、この地下水が万が一汚染されていた

場合はここのタンクからどのように処理するのかをお伺いしたいと思います。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） くみ上げ

た地下水が汚染している場合は、放水はできないということになります。現状は、

もし汚染してしまった場合は水処理をしなければいけないと思いますが、現状その

ような設備を準備しているわけではございません。汚染してしまった場合には、こ

の井戸掘りというのをとめるというのが直接的な対応になると思いますけれども、

その後汚染した水の処理ということにまた対策を立てることになると思います。

〇委員長（渡辺英博君） １番委員。

〇１番（早川恒久君） そうしますと、もし汚染していた場合は、この計画はなく

なってしまうということなのですか。

それから、この一時貯留タンクというのは、１日400立米ってちょっとどのぐら

いかわからないのですけれども、相当の量が出ていると思うのですけれども、どの

ぐらいの大きさのタンクなのか、お伺いしたいと思います。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇福島第一安定化センター土木部土木第二グループマネージャー（堀内友雅君）

土木を担当している堀内でございます。
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山側の地下水につきましては、３月、５月、６月ということでくみ上げる近くの

ところで水をサンプリングいたしまして水質の確認をしております。非常にきれい

だということを現状確認してございます。地下水の流れが山から海へ向かっている

ということですので、現状のところをくみ上げたとしても地下水が、汚れた地下水

が上がってくるということは現在考えてございません。そういうことを念頭に今設

備の設計をしているところ、計画しているところでございます。

そして、水の量なのですけれども、先ほどの400トンというのは現在平均的に建

。 、物の中に入ってきている量でございます 地下水バイパスが全て稼働いたしますと

現在の計算での見積もりですけれども、１日1,000トンぐらい井戸でくみ上がるの

ではないかというふうに想定しております。さらに申し上げますと、稼働の初期段

階は地下水をどんどん下げていく必要がありますので、最大１日当たり2,000トン

ぐらいくみ上がるのではないかというふうに考えております。それに対しまして貯

留タンクの量ですけれども、先ほどの林のほうから３基という話がありましたが、

ちょっと訂正させていただきたいのですが、現状1,000トンタンクを９基、合計

9,000トン分計画してございます。9,000トンを３つに分けまして、3,000トンずつ

に分けまして、最大2,000に対して3,000トンの余裕を持った形で、１日目その

3,000トン分のところに2,000トンぐらい上げて、水質の分析をもう一日かけてやり

まして、そしてきれいなことを確認して３日目に放水するというようなのを３日サ

イクルで行うことにしておりまして、それで３セット用意して毎日稼働させていき

たいというふうな計画でございます。

〔 はい、了解しました」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） いいですか。そのほかございませんか。ないですか。

副委員長。

〇副委員長（安藤正純君） 今は、この地下水の話ちょっと関連させてもらいたい

のですけれども、２号機の格納容器内の冷却水の水位が底から60センチにすぎない

ということで、汚染水が建屋内に漏れているのではないかというのが二、三日前の

報道あったのですが、この汚染水、２号機の汚染水について説明できる方いたらち

ょっと説明してください。
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〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） ご質問の

意味をちょっと確認させていただきたいと思いまして、２号機の汚染水、その２号

機に、原子炉に注水している冷却水が建物の中に漏れているということでございま

しょうか。

〇副委員長（安藤正純君） ２号機、冷却水を中に入れていますよね。入れている

のだけれども、それがたまっていっていないと、底から60センチしかないと、だか

、 、 。らこの格納容器から建屋外に漏れていると そういう報道が二 三日前あるのです

これについて、その汚染水が外に漏れていることについて説明してくださいという

ことなのです。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 大変失礼

しました。

この原子炉に注水している冷却水が建物の内部に漏れている、原子炉圧力容器、

それから格納容器と、その外側に格納容器ございます、格納容器の一番下のコンク

リートのレベルから60センチのところに水位があるというのは、２号機においては

確認できてございます。それ以上たまらないということは、それより下のところに

格納容器の漏えい箇所があるということでございます。そこから原子炉建物の中に

その注水したお水が漏れ出ます。これが建物の滞留水でございまして、この原子炉

建屋の滞留水がさらに隣のタービンの建物のほうに流出していくということで、建

物の内部に注水した水がたまっているという状況はずっと事故後継続して起こって

いることでございまして、新たにその外に冷却水、滞留水が漏れているということ

ではございませんで、建物の中で食いとめているということができております。２

号機につきましては、格納容器の中の水位が60センチということで確認できており

まして、つい昨日も１号機につきまして内視鏡のカメラを入れましてその水位の確

認というのをやっておりますが、２号機よりも高いレベルということでございまし

た。２号機によらず、１号機、２号機、３号機、原子炉の注水したお水は建物の中

。 、に漏れているという状況は変わりません 原子炉に注水したものが格納容器に漏れ
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格納容器に注水したものが格納容器の漏えい箇所から原子炉の建物に漏れるという

状況は続いております。

〇委員長（渡辺英博君） 副委員長。

〇副委員長（安藤正純君） 今、林さんの説明では建物の中にたまっているという

説明なのですけれども、新聞の報道は建屋内に漏れているというふうに出ているの

です。漏れているのではないかというふうに出ているのです。

〔 建屋外」と言う人あり〕「

〇副委員長（安藤正純君） 建屋外。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 建屋の外

側に漏れているということではございません。建物の内部でございます。

建物の外に漏れるということがないようにしなければいけないというのがこの地

下水バイパスのご説明でもさせていただいたとおりでございまして、地下水の水位

のほうが高い状態でございますので、圧力は建物の外側から内側にということで圧

力がかかっておりますので、建物の中に地下水が入ることはございますが、建物の

外に滞留水が漏れるということはございません。

〇委員長（渡辺英博君） 副委員長。

〇副委員長（安藤正純君） 私の質問は、地下水ではなくて汚染水が建物の外に出

ているというふうに、こう新聞に書かれているものだから、質問させてもらったの

ですけれども、汚染水が外に出ているということはないのですか。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 汚染水が

建物の外に出ているということは確認できておりません。

〇委員長（渡辺英博君） そのほかございませんか。

９番委員。

〇９番（渡辺三男君） 先ほど１番委員さんの質問の中で、例えば井戸からくみ上

げた水が汚染されているとすればこの計画は中止なのですかという質問しましたよ

ね。その答えなかったものですから。
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サンプリング調査した結果では汚染されていないと。ただ、実際工事完了してく

み上げ始まって例えば汚染していたとすれば、それなりの設備をつけて汚染水を除

去してそのまんま継続して進むだろうと思うのですが、汚染されていないというこ

とで言っていましたので、その辺どうなのですか。していた場合に。

〇委員長（渡辺英博君） 堀内ＧＭ。

〇福島第一安定化センター土木部土木第二グループマネージャー（堀内友雅君）

説明が足らずに申しわけありませんでした。

先ほど林からもあったとおりでございまして、まず汚染が確認された場合には井

戸のくみ上げをまず停止します。汚染が確認された水の放出は行わないこととしま

す。汚染の程度ですとか汚染の経路とかをちょっと調べてみないと、また……要す

るに現在の状態ですと水の処理はできるのかもわかりませんが、処理した水を放水

するということについては現段階でご了解いただいていないことでございますの

で、処理した水、処理しないと出せないような水であるならば、現状のご理解のも

とでは稼働を再開することは難しいというふうに考えてございます。

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

２番委員。

〇２番（遠藤一善君） さっき水位の話が出たので、ちょっと確認、数値の確認を

したいのですけれども、まず２号機のその下のコンクリートのところから60センチ

というのは、このオーシャンポイントのプラ・マイ・ゼロのこの３メートルという

ふうになっているのですけれども、だから基準がオーシャンポイントなので、オー

シャンポイントから幾つのところが60センチで、１号機のその今何か水が確認され

ている２メートルとか３メートルとかあるというのはオーシャンポイントから幾つ

の線なのか、基準が違うので、どこに水位があるのかわからないので、ちょっとそ

れを示してください。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 資料不足

で申しわけございません。

ＯＰというのは、オナハマポイントなのでございますが、海抜でございます。お
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およそで申しわけございませんが、格納容器の底部のコンクリートの部分の海抜は

約６メートルぐらいでございます。その６メートルに対して60センチのところに２

号機はございました。３号機につきましては、３メートル弱、2.8メートルのとこ

ろに水面があるというふうに、１号機についてはですね、確認できてございます。

〇委員長（渡辺英博君） ２番委員。

〇２番（遠藤一善君） もう一回、端的にお願いします。

では、もう基準、オナハマポイントからプラス幾つというふうになるのですか。

〔 格納容器」と言う人あり〕「

〇２番（遠藤一善君） 違います。２号機の60センチ。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 格納容器

底部が約６メートルでございますので、６メートルプラス60センチということでご

ざいます。

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

２番委員。

〇２番（遠藤一善君） 根本的に前提が崩れてきてしまったのですけれども、赤い

線のところに水位を保っているというのがプラス３メートルですよね。このプラス

３メートルよりも３メートル上に今建屋の中の水位があるのですよね。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） ６メート

ルプラス60センチと申し上げましたのは、格納容器の中の注水したお水の水位でご

ざいます。これが格納容器の破損箇所から建物の中に流出してございまして、その

流出した結果、建物の中の滞留水は約３メートルという状況でございます。器が何

重にもございますので、内側の器は６メートルプラス60センチです。さらに、その

外側の器は約３メートルで抑えているということでございます。

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。そのほかございませんか。

議長。

〇議長（宮本皓一君） お聞きしたいことがあるのです。
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これ今回のバイパス工事のこととはちょっと違うのですが、現在第一原子力発電

、 、所の中の汚染水というのがどの程度あるのか 月にどのくらいずつふえていくのか

その辺を教えてください。

〇委員長（渡辺英博君） 林副室長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 現在のた

まっている発電所内にございますたまった水、それとあと処理してタンクに蓄えて

いる水、合計すると20万立米をちょっと超えるところまでございます。

〔 月にどのぐらいずつふえるの」と言う人あり〕「

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） ごめんな

さい。大変失礼しました。

、 、日当たり400立米というのは地下水が入ってくる これが増分でございますので

それの日数分になります。

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

〔 はい、了解です」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） そのほかございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） なければ質疑を終了いたします。

次に （２ 、営業損害における減価償却費の扱いについての件を議題といたしま、 ）

す。

郡山補償相談センター、塚田所長より説明を求めます。

塚田所長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） 塚田でございます。９月の４日に開催をされました本特別委員会

におきまして、塚野議員のご質問ございました。そのご質問に対して別途ご回答差

し上げるということで申し上げておりました営業損害における減価償却費の扱いに

ついてということでご回答を申し上げたいというふうに思います。

資料につきましては、お手元にＡ４の縦書きのものが１枚、それからイメージ図

ということで横書きのものが１枚、ご用意をさせていただいております。まず、Ａ
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４縦書きのほうの資料に基づきましてご説明をさせていただきたいと思いますけれ

ども、これまで減価償却費でございますけれども、営業損害における逸失利益とい

うことで含めまして賠償をさせていただいておりました。このたび中間指針第２次

追補が出まして、その中で建物を含む償却資産については本件事故発生時点の財物

価格、要はその時点の残存価格をベースにいたしまして、減価償却費相当費を含む

本件事故発生時点から避難解除までの間、それまでの間の価値の減少分、これをお

支払いをすると、させていただくと、こういうスキームに変更になっております。

今の説明はちょっとおわかりづらいかもわかりませんので、Ａ４横書きの別紙と

いうこの資料ごらんをいただきたいと思いますけれども、これがトラクターを事例

に引っ張ってございますが、左側のところ、着色がないトラクターの事例というと

ころで、これが事故時点の価値ということで100万円の残存価格があるトラクター

があったと、こういうことで想定をしてございます。それにつきまして、下の段階

で横軸のところで営業損害の賠償、それから財物賠償というふうに書いております

、 、けれども 赤色のところに対比するように残存価格100万円のトラクターがあって

これが23年の３月から24年の５月いっぱいまで、こちらについての減価償却費相当

分を営業損害の逸失利益として下のグラフの赤い営業損害の賠償期間の中でお支払

いをさせていただいたと、こういうことでございます。これにつきまして、追補を

踏まえて見直し後の取り扱いでございますけれども、下のブルーの横グラフになり

ますけれども、今後は財物賠償というスキームの中で今まで営業損害の逸失利益と

して含めてお支払いをさせていただいたものを財物賠償のスキームの中で今後24年

の６月以降お支払いをさせていただく、つまり3.11の段階で残存価格100万円のも

の、これまで営業損害の賠償ということで30万円分お支払いをさせていただいた、

今後については残る70万円分について財物賠償のスキームの中でお支払いをさせて

いただくと、こういうことでございます。

恐縮でございます。もとの文字のほうの資料に戻っていただいて、こういった形

でありますと賠償のお支払いをさせていただくところが営業損害でもお支払いをす

る、それから財物賠償でもお支払いをするということになると重複する部分が出て

まいりますので、この重複する部分を避けるためにというその意味合いもございま
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して、これまで営業損害の賠償にということでお支払いをさせていただいた減価償

却費の分は控除をさせていただく、そのかわりに財物賠償のほうでこれまでどおり

対応をさせていただくと、こういうことでございます。

雑駁な説明でございますけれども、以上ご説明をさせていただきました。よろし

くお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。ご

意見ございませんか。

10番委員。

〇10番（塚野芳美君） 前回たまたま私のほうから質問した経緯がありますので、

一番最初に質問させていただきますけれども、これ２つ考え方分けなくてはいけな

いと思いますよね。これは、たまたま農機具のことを示していますけれども、農機

具の場合償却済みというか、税法上ですね、その方は実際この23年の３月から24年

の５月までの間に請求していないのですよね。その後の、ですからその事故時点の

価値といってもこれわからないわけですけれども、実際には。誰も計算していない

し、それからみんな自分の農機具チェックしていないから。この分は、大方の農家

はＪＡのほうに頼んで、今ＪＡが東電さんのほうと恐らく交渉しているはずなので

す。なかなか何かその見通しが立たないという状況だというふうにＪＡのほうから

は聞いていますけれども。ですから、その辺がどうもちょっと不明確であると。

それから、建物の場合ですよね、営業用の建物。住まいではなくて。それの場合

に、償却、これと同じ考えで恐らく理由づけするのでしょうけれども、相談室のほ

うに私が何回か伺って聞いたときには、事情を勘案したから、前は払っていたのだ

、 、 、と 今後はそうではなくて財物の賠償のほうに含むのだと そういう説明であって

今の説明とは若干違うのですけれども、事情があったから、見ていた、考慮したの

だという言い方ではないのですね、これからすると。今の説明からすると。そこが

まず１点相違点です。

それと、若干というか、関連しないのですけれども、同じように今回東電さんの

ほうがいろんな理由をつけていろんな手法をとってくるのですけれども、例えば今

度の一時帰宅だってそうですよね。変更しましたってそちらで勝手に変えているだ
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けで、今度の一時帰宅なんかも、担当違うかもしれませんけれども、単にキロ22円

の計算。22円で車走れますかということを言いたいですけれども。そのように常に

あなたたちはこういう計算方式で、毎回その請求書の用紙が変わってくるのですよ

ね。あげくの果てに、ちょっと嫌なこと言いますけれども、私がたまたま、私自身

も含めて相談受けた人の話の中で、代表請求していたと。今回ちょっといろんな考

え方がありまして、個別請求しようとしたらば家族の了解を得たかというようなこ

と言うのですけれども、基本は各個人が請求すべきものを便宜上そういう選択肢が

あるからということで代表請求していたものを家族の了解は得たかという、そうい

う言い方も私は納得できないのですけれども。

今後、ですからちょっとこの話とは今若干それましたけれども、そのように東電

さんのほうは常に自分のほうで変えてしまうのですよね。なおかつ、これはどうい

ういきさつでなったかわからない、１つだけ改善されたように思えるのは、今回の

あれと関係ないかもしれませんけれども、去年の12月以降に発生したものに対して

も相応の因果関係があれば請求できますよということに一歩前進しましたけれど

も、そのお知らせが行ったのは今までに生命、財産の損害を請求していた人だけな

のです。その後請求していなかった、もしくは請求しても却下された人にはそのお

知らせが行っていないから、わからないのです。それは、ある意味私は不公平だと

思うのですけれども。ですから、私に問い合わせあった人には今後はこういうこと

あれですよと何人か連絡しましたけれども、知らない人がいると思うのです。

それから、その手法に対しても、第４回目以前のものは追加請求できませんとい

う説明をする担当者がいるのですよね。ちょっと待てと。５回目の請求なら見てく

れと。そしたら、手元に資料がないとかね。そういう実態があるのです。私は、た

またまある程度若干いろんなところから少しばかり情報入っているから、いや、そ

うではないだろうと言いますけれども、言えない人がほとんどだと思うのです。で

すから、私は何でも、あれもこれもくれではないのです。そういうルールが決まっ

たときにはそれを皆さんに周知して、公平にしてほしいのです。

ですから、この件もそうなのです。繰り返しになってしまいますけれども、若干

ね。これ、ですから償却済んでいた、要は古い農機具を持っていた人は請求してい
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ません。自分、個人であっても、ＪＡを通して請求しても、していないのです。で

すから、この辺は、ではどうなるのかということもちょっとこの資料の中では読み

切れないし、その辺ちょっとお尋ねしたいと思います。

〇委員長（渡辺英博君） 塚田所長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） 幾つかご指摘がございました。

まず、最初のＪＡさんのほうに請求をしている、その分の処理が進まないと、こ

ういったことのご指摘でございますけれども、これにつきましても非常にご迷惑を

おかけしております。迅速な賠償のお支払いというふうな形でお約束をさせていた

だいている中で非常に処理がおくれているということについては、きちっとまた本

店のほうにも、東電のほうにも伝えて迅速なお支払いに向けた努力をさせていただ

きたいというふうに思っております。

それから、幾つかご指摘がございました。請求書の方法がころころ変わる話ある

いはキロ22円という実態に反映されているとはなかなか思えない価格で賠償をさせ

ていただくというその考え方、実態との乖離と申しましょうか、そんな話、それか

ら代表請求していたのだけれども、家族さんのほうに承認とったかという、そうい

った失礼な対応があったということはこの場をおかりしておわびしたいと思います

し、継続してこういった話は出てくると思いますので、実際被災者の皆様方からこ

んなお話が出ているということを踏まえまして、これもきちっと対処すべく意見を

上申したいというふうに思っております。

それにつきまして、12月１日以降の取り扱いの変更、これもご指摘としてしっか

り承りましたので、この辺につきましてもルールが決まったらきちっとお知らせを

する、東京電力の目線ではなくてやはり被災者の方々に立って、どうやればご理解

いただけるか、そんなところを目線に置いて対応してまいりたいというふうに思っ

ております。当然これから具体的な財物の話まだまだ詰め切っていないところもご

ざいますから、そんな中で取り入れるなり、財物の話が始まったとしましてもいろ

んなふぐあいが出てまいる、そういったものについてはその都度対処すると、こん

な形で基本にして取り組んでまいりたいと思います。
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いろいろ貴重なご意見を賜りましてありがとうございます。ぜひ伝えさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（ ） 。石崎芳行君 いろいろご不快な思いをおかけして本当に申しわけございません

私も賠償業務も担当しておりますので、今いただいたご意見、議員からいただい

たご意見以外にもう各方面から同じようなご指摘をたくさんいただいています。そ

こは本社としても十分承知しておりまして、今人をさらにどういうふうに、この賠

償業務を担当する者をどうやって育成するかとか、さらに人員をどういうふうにふ

やしたらいいかとか、そういうことから今検討しておりまして、そもそもそのルー

ルの解釈についても若干、たくさんの人を今張りつけているものですから、実態と

しては人によってそのルールを少し勘違いをする人も中にはいるという現状もある

ということはこちらも認識しておりまして、そういうことも含めてハード面、ソフ

ト面含めてしっかりと改善してまいる所存でございますので、また努力が足りない

ところはさらにご指摘をいただいてしっかり改善していくことをここでお約束させ

ていただきますので、何とぞご理解賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。

〇委員長（渡辺英博君） 10番委員。

〇10番（塚野芳美君） ちょっと話の範囲が広かったから、その程度の答弁になる

のでしょうけれども。

ですから、別な意味で、比較的この中通りに住んでいる人が相談室の人に来ても

らって処理されたものは、100点ということはないのですけれども、お互いかなり

違いますから、でも相当納得している人が多くて、それはさほど不満は出ていない

のです。ですから、そういう意味では逆に恵まれているのかなと思うのです。今常

務のほうから話ありましたけれども、人数が足りなくて、恐らくその関連会社から

も行っているはずなのです。その辺の人がやっぱり余りよく理解していないのです

よね、ルールを。では、そうしたときにどこに相談、相談室に行ってだめなものを

どこに行って相談すればいいのということも聞いておきたいのです。まさか私がそ
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ういう相談受けたからといって常務に直接電話するわけにもいかないので、相談室

でそうやって間違って、もしくは間違っていなくても蹴られた場合にどこに相談す

ればよろしいのですか。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） まず、各地に補償相談センターというのを設けておりますので、

そちらにご相談をいただく、もしくは電話相談ということで、コールセンターとい

うのを設けておりますけれども、今までの例からするとそこにお問い合わせいただ

いてもなかなか解決できないケースがたくさんあるということも承知しておりま

す。その原因というのは、例えば電話だけのお問い合わせですとやはり手元に書類

がなくて、お一人お一人の事情がよくその電話を受けた者が理解できないので、き

ちっとしたお答えができないとか、それからもう一つは各地に置いてある補償相談

センターにいる者が直接被災者の方と向き合って例えば請求書を一緒に作成した者

が、これは審査方といいまして、実は都内のほうに運営センターという審査部門が

あるのですけれども、そこに送られた書類を書類上だけで見ている連中がいるわけ

ですけれども、そういった者の一人一人の品質、理解度の問題もあるということは

承知しております。そういうことも全部ひっくるめてどこにご相談をということで

ありますけれども、今のスキームの中ではその電話相談とかいうことになるわけで

すけれども、コールセンターですけれども、実態としてはなかなかそこで進まない

ということがありますので、大変申しわけありませんけれども、そういう個別のご

事情はぜひ直接それぞれの補償センターの者にお話しをいただいて、それを直接私

どもの本社のほうでしっかり受けとめて、お一人お一人の事情を考慮した上で判断

をさせていただくというふうに今現在はさせていただきたいということでございま

す。ただ、それだけではもう抜本的な解決にはならないでしょうから、そこは今後

早急に抜本的な対策もあわせて、今既に検討はしておりますけれども、まだ結論に

至ってはいませんけれども、そういうこともあわせてやってまいりますので、当面

は、申しわけありませんけれども、補償相談センターの者に個別のご事情をご相談

いただきたいということでございます。よろしくお願いします。
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〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

〔 はい、とりあえず」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） ３番委員。

〇３番（宇佐神幸一君） 済みません。営業損害のことでお聞きしたいのですが、

実際的に営業損害といって基本的に、今継続できる事業についてはまずいいのです

、 、が 基本的に地域においてコミュニティーが成立することによっての営業ができる

この前の細野大臣が来たときにお話ししたのですけれども、神社、仏閣については

基本的に地域性がなければ成立しない、ということは今営業は実際的にやりたくて

もできない。それとあと、なおかつそれにかかわるお寺ですと墓地とか、これは個

人ですけれども、基本的には墓地管理もあるから、お寺としてはそういうものもあ

ってくるということになってくると、実際神社、仏閣についてはどういう形に考え

ていられますかという話聞きましたら、大臣は「一切そのことに対しては頭入って

いない」と。だけれども、実際その事業所としての存在はあったわけですから、こ

れからの賠償においてそういう特殊事業所についてのこれからの方針は考えていか

れるのかということと、あともう一つはこの継続性、簡単に言うと新しい補償、賠

償の中において、その事業所については３年をめどでという話も出ておりますけれ

ども、基本的に先ほど言ったように帰らないと事業所成り立たないということ。実

際にほかの地域に仮町が、失礼いたしました。仮町と言わせてください。仮町がで

きた場合、そこにつくるということは実際的にできないのです。ああいうのは地域

性のものもあるし。だから、そういう面を考えていくとき、これからを、その事業

所、特殊事業所になるかと思うのですが、そうした人たちの対応の仕方、またこれ

からどうやって補償をとっていく方法ができるのか。一切そういうもので今まで、

普通一般の事業所とともに個人の補償は進んでいましたけれども、そういうのが全

然出てきていないということで、中間指針も出ましたので、そこのところを聞きた

いと思います。よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務執行役員。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） まず、事業の形態によって大変賠償がおくれてご迷惑をおかけし
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ていることは、まずはおわび申し上げます。

実態として、すべからく同時進行的に賠償業務を進めるのが理想だとは思います

けれども、実態的に今現状はできるだけ個人の方をまず優先をしてきたという事情

もございます。あと今宇佐神議員からご指摘のありました神社、仏閣のケースも、

これも正直申し上げましてちょっとその対応がおくれております。これは、本当に

申しわけありませんけれども、いろんなご商売の形態がありまして、私どもも勉強

しつつ対応しているというところもありまして、これはちょっと本当言いわけにな

ってしまいますが、多少その賠償にスピード感が相違が出てきてしまっているとい

うのが実態でございます。ただ、今神社、仏閣につきましては、特に浜通りの地域

のお寺の方々の代表的な存在をとっていただいている方と今具体的にお話を進めて

いるところでございまして、それで全部それぞれがご満足いただけるとはもちろん

思いませんけれども、まずは代表していただいている方と今協議を進めているとこ

ろでございます。そんな実態でございまして、おくれていることを本当に申しわけ

なく思いますけれども、これからも総力挙げて対応させていただきますので、また

いろいろわからない点がこちらもありますので、いろいろご指導いただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） ３番委員。

〇３番（宇佐神幸一君） 今の説明にもありました。ある程度は理解できるのです

が、こういう状況ですので。

ただ、財物のほうについてなのですが、財物はある程度古いものに対しては評価

が下がってくるのは当たり前だと思うのですが、はっきり言いますと神社、仏閣、

または文化財についても逆に古くほど価値が上がる。基本的に文化財指定されてい

るものに対してはだんだん補償対象の方向性が今見えているとは聞いております。

ただ、文化財になっていないもの、簡単に言えば地域性によってそれを高価として

認めている神社、仏閣等の建物につきましては、基本的に文化財として価値がある

ものであるだけで、ただただ書面上指定がされていないという形になってくると同

等だと考えるのです。そうすると、やっぱり一般住宅の考え方と逆になる可能性が

十分あり得ると。そういう面についてはやっぱり深く検討していただきまして、ま
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た専門の機関にももちろんご相談、また協議していただきまして、実際的に選定を

するというのが現実だと思うのですけれども、どうでしょうか。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務執行役員。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） 今ご指摘いただいたように、例えば神社、仏閣のそのつくり方一

つとっても大変貴重な日本の文化が詰まった中身だということを今回私どももいろ

、 。んな方にお伺いして そういうことを知りつつ今検討しているところでございます

例えばご提案いただいている中に、ちょっと１つ具体例を挙げますと例えばお寺の

つくりもいろんな自然部材をお使いになっているということで、つくり方も非常に

特殊だということで、京都にそういう専門の業者の方が、しっかり鑑定できる方が

いらっしゃるというお話を教えていただきまして、そういった方ともこれから協議

をするというような話を進めていることもございます。というわけで、ちょっと私

どもも一つ一つ勉強しながらやっているということでございますので、できました

らまた逆にいろいろご指導いただきながら賠償業務をしっかりとスピードを上げて

やってまいりたいと思いますので、その辺のご協力もぜひよろしくお願いしたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。

〔 最後でです」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） ３番委員。

〇３番（宇佐神幸一君） 今のご質問をもちろんやっていただけるということで理

解していきたいと思いますが、ただ一応特殊な事業、または特殊な事業所というも

のが神社、仏閣以外にもございますので、それを深くご理解をいただきながら賠償

のほうを進めていっていただきたいと思います。

以上です。

〇委員長（渡辺英博君） そのほかございませんか。

２番委員。

〇２番（遠藤一善君） 先ほどの10番さんの関連、最後の質問の関連なのですけれ

ども、最終的には東京のコールセンターに電話をしてもだめだったらば直接顔を合

わせてできる、郡山なら郡山、いわきならいわき、福島なら福島というふうに自分
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のところの近くの相談室に行って相談をしてくれということでよかったのでしょう

か。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） はい、基本的にはそういう形でお願いしたいと思います。

ただ、それぞれ皆さん方の個別の事情がいろいろございますので、それはケース

・バイ・ケースかとは思いますけれども、まずそういうところにご相談いただけれ

ば、場合によってはしっかり私のほうに直接相談が来ますし、それから本社のほう

のそういうことをいろんなケースを考える部署もありますので、そこに個別具体的

に話が早く来ますので、そういうことでなるたけ早くこちらも賠償がさせていただ

けるということにつながるかと思っておりますので、そういう方針でぜひお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） ２番委員。

〇２番（遠藤一善君） そうすると、僕ちょっと福島の相談室は行っていて、結構

ちゃんと前はしていたのですけれども、今いわきにいるので、きのうコールセンタ

ーに電話して、女の子が投げて、上席にかわりますとかと言って上席にかわったの

ですけれども、その上席という人はどの程度の人なのですか。その人でらちが明か

ないというか、いや、はっきり言ってしまえば何にも知らなかったみたいなのです

けれども、どの程度の人を上席という名前を使ってそこに配置しているのですか。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務執行役員。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） これは会社の組織上のことになりますので、上席といってもいろ

んなケースがあるかと思いますけれども、コールセンターにおいては通常は我々の

組織上でＧＭと言っています。マネージャー級です。課長級というふうに呼んでも

いいかと思いますけれども。ただ、それも遠藤議員が実際に電話されてご不快な思

いをされたということは本当に申しわけないのですけれども、実態として一人一人

レベルがなかなかやっぱり均一化されていないという実態もありまして、そこが本

当にもうこれはおわびするしかないのですけれども、そういうことでまたご不快な
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思いをおかけするよりは、本当に個別具体的なお話があれば直接もう一度補償相談

センターのほうにお話をいただいて、その書類を見ながら直接相談センターから私

ども本社のほうに話が来るほうが話としてはスムーズかと思います。ただ、これも

本当にケース・バイ・ケースですので、一般的にはコールセンターという一般的な

お問い合わせを受けるそういう組織をつくっておりますけれども、実態としては、

広くあまねく一般的なご質問にはお答えできるケースが多いのですけれども、個別

具体的な話になりますとどうしてもコールセンターでは対応し切れない実情もあり

ますので、そういうことをご考慮いただいて対応していただければありがたいと思

いますので、これはお願いでございます。よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） ２番委員。

〇２番（遠藤一善君） 今の件についてはわかりました。

昔は、昔なんて言ってはいけないな。もう１年も前だと昔になってしまうのです

けれども、僕の中では。以前は、出先で聞くとわけがわからなくてコールセンター

に聞いたほうがしっかりしていたのですけれども、今は逆転しているということで

す。出先のほうがしっかりしていて、コールセンターのほうがろくでもないのがい

るということです。その人もはっきり言っていましたから 「私は、東電の職員で。

はありません」といって言っていましたから。当然そんなのわかっていて聞いたの

で。東電の職員ではなくて、どうせ出向で来ているのでしょうといって言ったら、

「はい、そうです」って言っていたのですけれども。仮にも出向であろうが何であ

ろうが、電話で上席にかわりますって出た人間が「はい、そうです」は僕はないと

思うのです。やはり東京電力の社員としてきちっと対応していただきたいというこ

とがあります。言いわけを聞くために電話しているのではなくて、自分のところに

……自分のところのことでほかの人たちのことを聞いているので、確かに厄介なこ

と聞くのですけれども、でも先ほど10番さんが言ったように厄介なことのときは、

質問を僕らがするとわかっている人が厄介な質問するところはつくる気はないので

すか。早急に。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務執行役員。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長
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（石崎芳行君） 本当にご不快な思いをおかけして申しわけありません。

本来は、いろいろ問い合わせにすべからくお答えできる、そういうコンセプトの

もとにコールセンターというのをつくりました。ただ、それが理想どおりに回って

いないという実態も、これもまた事実でございまして、それについてどうしたらい

いか今本社内で検討しているところでございます。ただ、まだその抜本的な解決策

策定には至っておらない、いっていないというのも事実でございますが、問題点は

十分重く受けとめていまして、これもできる限り早く改善したいと思っております

ので、何とぞご理解賜りたいと思います。よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） いいですか。

〔 いや、済みません」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） ２番委員。

〇２番（遠藤一善君） ぜひお願いします。決して自分のところのことを言ってい

るわけではなくて、全体的なところにかかわることを言うのですけれども、理解し

てくれないのです。文句を言っているとしか受けとめないので、だんだん、だんだ

ん言いわけだけになってくるので、こっちもだんだん、だんだん腹が立ってきてし

まうのです。わかっている、わかっていて言っているのだと。結局は賠償の審査の

人しかわからないと言うわけです。だから、そういう根本的なところにかかわると

ころのものはきちっと、どこか電話を回してもらってでもいいから……その場で答

えてくれって言っているわけではないのです。これどうすればいいかといったとき

に、こういう、こういう、こういうことをしてくださいとかこういうところに相談

してくださいと言われればそれでいいのです。複雑なことがもう今起きてきている

のです。そちら側は一括で今までやったもので済ませようと思って、済む人もいる

のですけれども、済まない人もいるので、だからそこのところをぜひ相談する……

役場に来ればいるというのだったら役場でもいいのですけれども、ぜひお願いした

いということで、これは回答は要りません。

〇委員長（渡辺英博君） ７番委員。

〇７番（黒沢英男君） 今の関連で、私も非常に疑問に思っているのですが、私も

実は相談センター、郡山の補償センターのほうに相談に行きました、初めて。最初
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本店のこの補償運営センターのほうといろいろやっていまして、らちが明かない、

ということは郡山の相談センターのほうへ行けばらちが明くのかなということで電

話したら、以前はそういう形で補償しましたというような件なのですが、事実私は

結構高額なもの、商品だったもので、それを購入してしまったのですよね。なぜか

というと、そういう形で以前補償されたと。こういうことで、一番最初本店のほう

のこの運営センターのほうと交渉しまして、第10グループですか、何グループまで

、 、あるのだかわかりませんが 10グループのグループ長まで話は行っているのですが

それがらちが明かないから、郡山のセンターのほうに行って、私直接行って相談し

ましたら、それは非常にグレーゾーンで、以前はそういう形はあったかもわからな

いと、だけれども今はそういうものは認められないと。事実、私名前まで挙げまし

た。この方に何でそういうものを補償して、私がこの賠償を求めたらおろさないの

ですかと、こんな不平等な話はないのではないですかという 「いや、最近非常に。

厳しくなった」と。厳しくなったとかならないとか、それははっきりと、以前は、

何カ月前まではみそも何も一緒に補償していたけれども、最近は厳しくなった、特

に６月から厳しくなったというようなこと、言っていましたけれども、いまだその

交渉は続いておりますが、最終的には、ではなぜ……私は、最終的に出るときには

なぜこの人に出して、私が同じ製品をこの賠償するからということで出していてな

ぜ補償されないのですかというのが最後までやるつもりなのですが、これは、こん

な不平等な話は私も起こらないと思っていたのですよね。起こったから、私もこれ

は大変だなと思いながら、これは時間かけても、もう何カ月間かかけてもやるつも

りなのですが、そういうことのないように本来であればそういうことが改正になっ

たという時点ではっきりと言っていただければいいのですよね。ある程度私お話し

……具体的に話ししてしまうとこれは非常に差しさわりが出るから、お話しできま

せんが、これは郡山のほうでわかっています。駅前のあそこのセンターのほうでで

すね。それから、補償運営センターの第10グループのほうで私のこのいきさつとい

うのはわかっています。私は、名前まで挙げていましたから。

それと、その……

〔何事か言う人あり〕
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〇７番（黒沢英男君） ええ、答え後ほどもらいます。

もう一つは、一時帰宅の、個人の一時帰宅の例の交通費等の請求。今まで公益の

一時帰宅も個人の一時帰宅も、５月までですと一緒くたに払っていたのですよね。

それが５月……３、４、５。２月までは一緒くたに払っていたのです。３月分の請

求、私の知り合いから、これ公益の一時帰宅分は出ませんよと、これは企業のほう

から請求してもらってくださいと。ということは、会社のほうはもう５月分は請求

終わっているのですよね。ということは、６月分からもう請求出ないのですよ、も

う。一切追加請求は認めないというふうに書いてありますから。それもひとつどう

いうふうな、個人の一時帰宅と、一時帰宅の交通費と公益の一時帰宅の交通費がな

ぜ今までは一緒で２月分からは出ないのかということ、その２点お伺いしておきま

す。

〇委員長（渡辺英博君） 時間も余り、あと30分程度を予定していますので、質問

者も回答者も簡単明瞭に要点だけお願いします。

石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） 今黒沢議員からご指摘の２点につきまして、個別のご事情をよく

こちらもしっかり把握をした上で別途回答させていただくことをお許しいただきた

いと思います。よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

〔 はい、いいです」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） そのほかございませんか。

〔 さっきのもう一点の」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） 答弁漏れが。

〔 後段の」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） ありましたね。

〔 後段の企業帰宅の。一時帰宅と交通費のを」「

と言う人あり〕

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。
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〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） その点も含めまして別途ご回答させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） １番委員。

〇１番（早川恒久君） この減価償却の賠償についてお伺いします。

このイメージ図を見ますと、これで100万円の価値が事故当時あって、営業損害

として23年３月から24年５月に賠償金30万円ということで、最終的に財物賠償はこ

れを見ると100％の中の30万円は差っ引かれて最終的にお支払いされるのかと。ち

ょっとお伺いしたいと思います。

それから、この区域の見直しによって、富岡町は全損でないと受け入れしないと

いうことですが、区域の見直しによってまずその一括払いというのが変わってくる

のですけれども、例えばその時期までに解除されなかった場合の今度追加分という

のが出てくると思うのですが、これは解除がおくれたもう次の日からその次の請求

ができるのか、もしくはその何年後かに請求をすることができるのかをお伺いした

いと思います。

〇委員長（渡辺英博君） 塚田所長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） ご質問の件でございますが、まず１点目、このイメージ図でわか

りづらかった点があるかと思いますけれども、結論的に申し上げますと事故時点で

の価値は出すそのスキームが違いますけれども、お支払い、賠償させていただくも

のは全てお支払いをさせていただくと、こういうことでご理解をいただければとい

うふうに思っております。

〔 わかんない」と言う人あり〕「

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） 申しわけありません。

ですから、これは仮置きという形で想定をしてございますが、事故時点で100万

円あったものについてスキームが変わる、例えば営業損害の賠償で払おうが、財物

賠償で払うという方法で今度変わりますけれども、これまでの既払い分とこれから
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の見直し分で払うものを合算をしていただくと事故時点での残存価格を、100万円

を賠償させていただくと、こういった形になろうかと思いますので、ご理解をいた

だければと、こういうことで、やり方が変わったから、賠償を受けるべき額が減額

されるということではないということをご理解いただければと思います。

それから、２点目の区域見直しの件でございますけれども、これについては今い

つの時点でということはなかなか難しいことかと思いますけれども、いずれにして

も何年、区域が見直しをされてから相当の期間を置いてお支払いするということは

迅速な賠償にならないというふうに思っておりますので、区域の見直しを踏まえて

可及的速やかにその辺の対応をご案内をさせていただくと、こういうことで考えて

ございます。よろしくお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） １番委員。

〇１番（早川恒久君） 今の減価償却費についてちょっと理解しにくいのですけれ

、 、 、ども 私が言っているのは100万円 ３月11日時点で100万円の価値がありましたと

営業損害の中に30万円その減価償却費、５月までは減価償却費も含まれていたわけ

ですよね。これは、この100万円の中の30万円で払ったことになるということです

よね、今。100万円のうち、例えばもう全損になった場合は最終的に70万円しか支

払いができないのかということをお伺いしたのです。

〔 そう書いてある」と言う人あり〕「

〇１番（早川恒久君） はい。そういうことですね。

〔 そのとおり」と言う人あり〕「

〇１番（早川恒久君） これが、ほとんどの方が理解していないと思うのですけれ

ども、営業損害というのはあくまで財物の賠償ではないのですよね。営業損害とし

て請求しているわけであって、それに減価償却費が入っていた、入っていないかは

別としても、営業損害として考えているのです。ですから、これを、財物の賠償を

この中に含めるというのはいかがなものかと思います。営業損害として請求してい

るわけですよね。こういうことを今までうたって記載されていたことありますか。

ないと思うのですけれども。

〇委員長（渡辺英博君） お願いします。
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〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） 今のご質問の件でありますけれども、まず全損扱いになった場合

にどの額が補償されるのかということにつきましては、70万円を全損扱いになった

ときには補償させていただくと、こういう考えが今の原則でございます。これまで

そういった物の考え方がはっきり示されていなかったということにつきまして、そ

れも含めて別建てで、営業損害は営業損害、財物賠償は財物賠償ということで別建

てでというお話かと思いますけれども、それについてはその営業損害という仕組み

の中でできるだけ処理をさせていただきたいという……

〔 質問と答えが違う」と言う人あり〕「

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） 申しわけございません。

〔 この30万って賠償金、ここの100万のうちの「

30万の賠償と営業損害としてプラスアルファ

払ってるわけでしょ」と言う人あり〕

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） はい。

〔 営業損害は営業損害として」と言う人あり〕「

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） はい。

〔 それで、その事故時の30万円というこのトラ「

クターの事例は30万円分をここの中で払って

るわけでしょ」と言う人あり〕

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） はい。

〔 その辺の営業損害と別の部分でこれを払って「

るということをしないと」と言う人あり〕

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） そうですね。ですから、その営業損害は営業損害でお支払いをさ
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せていただいて、それとは別にこの30万円はお支払いをさせていただいているとい

う、こういうことであります。

〔 いや、ちょっと」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） １番委員。

〇１番（早川恒久君） そんなことどこにも書いていないですよね。あくまで今ま

で３カ月とかずつ請求していたものは営業損害なわけです。財物のそういう減価償

却は出ていないですよね。ただ、その経費の中に減価償却費は入っていましたけれ

、 。 、ども あくまでそれは営業損害として請求していただいていたわけです ですから

、 。 、この30万円というのは 私から言わせてもらうとこれ営業損害なのです ですから

30万円プラス100万円ではないといけないと思うのです。そういうことでよろしい

のですか。

〔 違います」と言う人あり〕「

〇１番（早川恒久君） 違いますよね。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター部長

（中村 剛君） 中村でございます。

ただいまのご質問につきましては、営業損害の中に財物賠償が含まれているとい

うところでございますが、これまで財物賠償につきましては本年の７月までお示し

をできなかったという範囲の中で、営業の中で当然に減価償却分が発生していると

いうことで加えてお支払いをさせていただいたところでございますが、今回ようや

く財物についての方針を示させていただいたところでございますので、ここをもっ

て切り離しをさせていただいて、財物の中で賠償させていただきたいという形で区

分けをさせていただいている次第でございます。

〇委員長（渡辺英博君） １番委員。

〇１番（早川恒久君） それであれば、最初から営業損害の請求で減価償却につい

ては最初からその減価償却分の財物としての賠償ですということを言っておかない

、 、 。と これ皆さん100万円は別にもらえると思っている方多いです はっきり言って

こういうふうに正式に出てきたのは私初めて見ましたし、どこでも見ていないので
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。 、す この６月から急に減価償却費がなくなるなんてもう突然のことでありますので

こういうことをやはり最初の基準でちゃんとしっかりしていただかないと、それぞ

れ、特に企業はこの賠償金をもとに先々のことを計画しているわけです。ある程度

計算しているわけです。こういうことが出てくると、結局30万円に対してはもう減

額されたような形になってしまうのです。そういうことをちゃんと、しっかりと明

確に全住民にこれを知らしめないとだめだと思います。

〔 納得いかないよ」と言う人あり〕「

〇１番（早川恒久君） 納得ちょっといかないですよね。これあくまで営業損害と

しか見ていないので、これはやはり30万円は営業損害として見ていただかないとち

ょっと納得できないです。

それから、先ほどの解除の期間によって賠償金が変わるということで、おくれた

場合は追加分お支払いになるということですけれども、これもそれぞれ皆さん計画

をしているわけですよね。新しいところに家を建てるには何千万円も必要なわけで

す。それで、この解除がおくれた場合の次の日に出るのか、それが２年後に出るの

かによって全然違うわけです。それを最初から明確にしないのにこの基準を出すと

いうこと自体がおかしいと思うのです。それに関してはどうお考えですか。

〇委員長（渡辺英博君） どなたがお答えになりますか。

石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） 特に財物の考え方につきましては、ずっとその考え方をお示しす

るのがおくれていまして、それに基づいて大変なご迷惑をおかけしていることは本

当に申しわけないと思います。

一応この財物の考え方も国の財物のその考え方に基づいて当社でまた単独にお示

ししたものでございますので、これから実際に財物の賠償が始まる中でまたいろん

なケースが出てくることも考えられますので、その個別のご事情を伺いながらまた

対応させていただきたいと思います。きょうのところはそういうちょっと漠然とし

たお答えで申しわけありませんけれども、よろしくお願いいたします。

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。
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〔 区域、区域」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） 区域の件について答弁漏れ。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） 区域の解除につきましても、これは国の解除によるわけですけれ

ども、それについて今浜通りの中でもいろいろなお考えがあるということもちょっ

と漏れ伺っておりますけれども、私どもはそこから先のことはまた個別の事情、そ

れぞれの自治体のご事情等も考慮しなければいけない立場だと思っておりますの

で、きょうのところはちょっとはっきりとしたお答えが、申しわけありませんけれ

ども、できませんので、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） ２番委員。

〇２番（遠藤一善君） 済みません、今の関連で出てきたので。

その財物の賠償の考え方なのですけれども、事故時期の価値ということで出てい

るのですけれども、先ほども実はあったのですけれども、その減価が、減価償却の

ところに入っていないものはどうするのだということで明快な回答はなかったので

すけれども、例えばこれトラクター今出ているので、あれなのですけれども、皆さ

んも１回や２回は富岡とか浜通りに住んだことがあると、ない人もいるのかもしれ

ないけれども、住んだことあると思うのですけれども、うちのところは結構すぐさ

びるのです、ほっておくと。何でも。自転車だってそうですよね。すぐさびてしま

いますよね。びっくりするぐらいさびるのです。トラクターを１年間、２年間、３

年間ほっぽっておいて減価償却だなんてふざけた話とか事故前の価値なんていう話

はなくて、さびでぼろぼろになって中とかいろんなところがおかしくなっているも

のをそのまんま使えと言ったって、機械ですよ、東京電力でテレビのやつ出ていま

したけれども、塩水入れる、海水入れるのにあれほどお金がもったいないといって

言っていたような会社だから、わかると思うのですけれども、そういうふうに、あ

と物は腐るのです。生ものではなくたって。木だって腐るし、紙類のものだって腐

っていくのです、現実的には。紙とか木は劣化というふうになりますけれども。そ

れをそのときの価値がどうのこうのというよりも、そのものを、建物も同じですけ

れども、そのものをきちっと使える状態にする分の……これ全部の、きちっと全部
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メンテナンスして直す分の補修費というのは、これ当然別に出るというという考え

ですよね。新しいものを買わないということはそういうことですよね、使う場合に

は。そこのところの考えをはっきりちょっと教えてください。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） 実際使えずに直しが必要だというケースも当然出てくると思いま

すし、それもやはりいろいろなご事情が出てくると思いますので、そのご事情に沿

った賠償をさせていただくことになると思いますので、個別具体的なお話について

はちょっと今はっきりとお答えできませんけれども、今お答えできるのは個別のご

事情をよく伺った上でしっかりとした対応をさせていただくというのが基本方針で

ございます。ご理解よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） ２番委員。

〇２番（遠藤一善君） 個別、個別と言うのですけれども、実は建物も同じです。

同じ財物です。雨漏りしたやつを全損扱いだから、それで終わりですというのか、

雨漏りしている、雨漏りしたものでも使いますという人はそれ全部直さなければい

けないのです。雨漏りして壊れたのは価値関係ないですから。減価償却関係ないで

すから。壊したものはもとに戻すのが当たり前ですから。同じことです。だから、

建物もそうですし、こういう財物、何でもそうですけれども、個別なものではなく

て、こういうものを持っている人はみんな同じことです。ほったらかしにしておい

たら使えなくなるのです。そんなのわかり切ったことです。それをどうする方向で

いくのかということは、個別対応ではないので、そこはきちっと決めてもらわない

と困ります。早急に。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） 個別具体的に対応することは、これはどうしても必要だと思って

おりますけれども、今議員がご指摘のもともといろんな財物が持っていた価値を賠

償するという基本は、これはもう既にしっかりと決まっている基本方針でございま

すので、それに沿ってさらにそれぞれの個別のご事情がある場合はそれについてご
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相談させていただきながら対応させていただくということが基本と考えておりま

す。

以上です。

〇委員長（渡辺英博君） まだあるようでございますが、次にその他のことで全般

的に……

〔 さっきのことで、そしたら」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） 10番。

〇10番（塚野芳美君） 常務、先ほど今の時点ではそれ以上の踏み込んだ答弁はで

きないということなのですけれども、あえて念を押しますけれども、どう考えたっ

て今までに、今回我々、さっきの早川議員と同じですけれども、この過去１年ちょ

っとの間の営業損害に対して減価償却分を含んでいるなんていうのは初めて聞いた

話で、あくまでも東電さんそのものがつくった請求書見たって営業損害としかうた

っていませんよね。どこかに一文字でも二文字でも入っていますか、減価償却分を

含んで計算されているなんていうことが。ですから、これはおかしいです。

それで、なおかつその辺がやはりいろんな事情あるとしても、早く方針を示して

もらわないと次の計画に踏み出せない。踏み出さないまでにも計画さえ立てにくい

のです、非常に。ですから、その辺やはりはっきりとしたものを、こうやってある

日突然ぽんと後出しじゃんけんみたいに今まで払った損害に含んでいましたなんて

ことやらないで、もっとそういう基本的なものはしっかりと示してもらわないとい

けないと思うのですよね。最初私１回目の質問で、とりあえず考える部分があった

ので、抑えておきましたけれども、例えば先ほどのキロ22円だってあなたが言った

「 」 、 。のはただ単に 現実と乖離していますよね と だから何なのだと言いたいのです

それをどう思うのですか、どう改善するのですか、しないのですかと。乖離してい

るから、こちらは聞いているのです。それが「22円というのは乖離していますね」

って、何か人ごとみたいなこと言っている。そういう体質がですから相談室にもあ

るのです。その辺いかがですか。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長
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（石崎芳行君） 今塚野議員からもご指摘いただいて、ほかの議員の方々からもご

指摘いただいた点、すべからくいろいろなご不満をしっかり受けとめてこれから個

別具体的に改善をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

〔 いや、もう進まないから、しようがないね」「

と言う人あり〕

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇７番（黒沢英男君） 新しい賠償基準についての13ページ、13ページ……

〔何事か言う人あり〕

〇７番（黒沢英男君） いや、ちょっとこの出し方を……

〔 新しい賠償基準はここじゃねえよ」と言う人「

あり〕

〇７番（黒沢英男君） いやいや、前に渡されているのですが、減価償却費に関し

て、非常に難しい問題なので、これはちょっと聞いておかないと誰も出せないので

すよね。この郡山の賠償センター行ったときも、これはこちらの七中前の賠償セン

ターのほうに行ってくださいというふうな回答で、出す人がいないのですよね。建

物償却資産の賠償額というこのあれなのですが、要するに時価相当額イコール賠償

対象の償却資産の賠償価格掛ける償却資産係数なのですが、この係数は何を見て出

すのか。

それと、賠償額が時価相当額掛ける減少率と24ページになっているのですが、こ

の出し方が非常にわからないのですよね。要するに会社の決算書を見てもこういう

ことは書いていないのです。資産係数なんていうのは。資産係数をどういうふうに

見たらいいのか。誰かわかる人いれば、この資産係数と減少率の出し方。

この２点だけ答えていただければ。

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） 今のご質問の13ページというのは、新しい賠償基準について、こ
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の資料かと思いますけれども、これにつきまして償却資産係数というのは当然これ

一般的に周知されているものではなくて、財物賠償を進める上で私どもで国のほう

と相談をして出したものでございますので、これはきちっとこういった考えでやっ

ています、こういうケースについてはこの担当を適用いただきたいというふうなと

ころ、別紙でもついておりますけれども、その辺のご説明はきちっとさせていただ

きたいというふうに思っております。

〇委員長（渡辺英博君） ７番委員、済みません。例えば今の基準の質問ですが、

これその他の件でできますので、それであと……

〔 いや、済みません、ちょっとまだ質問が返っ「

てこない、答弁が返ってこないですから」と

言う人あり〕

〇委員長（渡辺英博君） ４番委員。

〇４番（渡辺光夫君） ３点ほど。

今まで答え、回答を聞いていますのですけれども、国の考え方、そして東電の考

え方いろいろあると思いますが、あと町当局の考え方も一緒に入れていただいて対

応していただければと思います。

あともう一点、町の税、町税というのがあります。その中において、建物に対し

て税金等かかっております。その町の税務対応の形のもので賠償、補償等を考えて

いただきたいというふうに思います。

〔 何。何ねぼけたこと言ってんだよ」と言う人「

あり〕

〇４番（渡辺光夫君） あともう一点は、津波でたまたま流されて登記上滅失され

て、その後建物等の賠償、補償等で東電さんから来ている……

〇委員長（渡辺英博君） その他で。その他で時間とりますから。

〇４番（渡辺光夫君） はい。では、わかりました。

〇委員長（渡辺英博君） 一部その他に入っていますけれども、一応質疑を終了い

たしまして、次 （３ 、その他の件を議題といたしたいと思います。、 ）

委員の皆さんから東京電力（株）に対してお聞きしたいことを発言していただき
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たいと思いますが、１時から全員協議会も入っておりますし、あとの積み残し分に

つきましては次回の特別委員会でもこういった機会を十分に設けますので、その辺

を含みおいて発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

まず、７番委員から。

〔何事か言う人あり〕

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇４番（渡辺光夫君） 重複しますが、国の考え方、そして東電の考え方あります

が、町の考え方も入れていただいて賠償、補償等も捉えていただければというふう

に思います。

もう一点は、現在町の税務関係で建物等は税金払っております。そういった町の

税務関係のもので賠償、補償等を、建物の賠償、補償等も考えていただきたいとい

うふうに思います。

また、もう一点は……

〔 課税対象だろ、課税対象」と言う人あり〕「

〇４番（渡辺光夫君） 課税対象でね。

〔 はっきり課税対象って正確な言葉で言ったほ「

うがいい」と言う人あり〕

〇４番（渡辺光夫君） あともう一点は、法務局のほうからたまたま毛萱の、毛萱

地区、仏浜地区、釜田地区、小浜地区において津波で流されたということで抹消、

登記上抹消されて今回の建物の補償に関して出てきていないという方がおります。

そういった中において、３月11日の現時点でのその建物の登記上、そうしたことで

やっていただければというふうに思います。

〇委員長（渡辺英博君） どなたですか。

はい。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長

（塚田隆雄君） 今何点かお話がありました。

基準づくりの中に町の考えを入れてほしいというふうなところでございますが、

これ繰り返しのご回答になりますけれども、そういった個別の事情を見させていた
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だいて、個別具体に相談をさせていただきたいということでございます。

それから、税収不足、税のその関係についてもそんな形になろうかなというふう

に思っておりますが、最後質問のございました登記、津波等で被害を受けて倒壊を

した建物の件でございますけれども、当然建物の関係になりますので、非常にこれ

から財物の関係で大きなパーセンテージを占めるかと思いますけれども、基本的に

津波等でその３月11日の時点で建物が倒壊をしていると、全損しているというもの

については賠償の対象から控除させていただきたいというのが原則でございます。

一部壊れて、それに対する修理等々の話についてはまたいろんなケースが出てくる

かと思いますけれども、それはそれでまた対応させていただきたいと思いますが、

３月の11日の時点で建物自体が存在をしていないというものについては除外をさせ

ていただきたいというふうに考えております。

〇委員長（渡辺英博君） ４番委員。

〇４番（渡辺光夫君） 確かに建物等流された方はそういうことだかもしれません

けれども、我々はその次の日の朝８時からもう避難したわけで、実際その建物もど

うなっていたかもわからないような状況で避難して、４カ月後にたまたまそういう

ことで一時帰宅ということで帰りましたらば、きれいに片づけられていたのです。

そうすると、本来であれば、津波等で流されたにしても、必ずや自分の今までの思

い出のものとかいろんなものがあったはずなのです。それがきれいにないのです。

そして、たまたま私はそういうことで補償、賠償が来ましたから、東電さんのほう

から、それでちょっとおかしいなということで登記所に行きました。法務局に。そ

して、毛萱地区、仏浜地区、小浜地区、釜田地区10か所を皆さんにお願いして聞い

て、登記簿帳をいただいてきました。そういったところ、それが全部がそのように

なっていればいいのですけれども、まるっきりないところのが登記があるような状

況になっていたりとか、それは航空写真でやりましたなんていうことで回答書もい

ただいておりますけれども、そういったことも含めてよく考えて捉えてやっていた

だければというふうに思います。

〇委員長（渡辺英博君） 塚田所長。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター所長
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（塚田隆雄君） 今ご指摘のとおり、全てが登記をされているという状況ではない

ことも承知はしてございますので、登記がされていないから、すぐさまその対象外

だということでは考えてございませんので、いろんなご事情をお聞かせいただいた

り、確認をさせていただきながら今のものについては対応させていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

〔 はい、よろしくお願いします。終わります」「

と言う人あり〕

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

７番、さっき……

〔何事か言う人あり〕

〇委員長（渡辺英博君） ７番委員。

〇７番（黒沢英男君） 先ほどのこの建物の償却資産の賠償額ということで、時価

相当額ということで、この賠償対象の償却資産の帳簿価格掛ける償却資産係数なの

ですが、その23ページを見ると、要するに注意書きの一番下に帳簿価格を取得価格

で割ることのできる算出に応じた償却資産係数を設定しますということなのです

が、どういうふうな。例えばここの先ほどの別紙の図のトラクターの図で簡単に説

明できるようなあれはできないのか。例えば帳簿価格が3,000万円あったと、取得

価格が5,000万円あったと、簡単に言うとですね、だからどういうふうな割合でそ

の係数を出して、それで最後の賠償額、時価相当額掛ける、また減少率というもの

を掛けなければならないのですよね。だから、簡単にこの算出方法というのはでき

ないものかどうか、この説明できないものかどうか。これは、やはり専門家しか出

せないものなのかどうか。我々でも簡単に計算できる方法はないのかどうか、お伺

いしたいと。

〇委員長（渡辺英博君） 中村ＧＭ。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島原子力補償相談室郡山補償相談センター部長

（中村 剛君） 中村でございます。

まず、最初にお断りしておかなければならないのですが、先ほどお示ししたイメ

ージ図につきましては、大変申しわけございません、イメージ図ということでござ
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いますので、商品によっては減価償却の期間等も当然変わってきてまいります。ま

た、ここも帰還困難区域という定義をさせていただいておりますが、ほかの区域に

なるおそれもありますので、これは、大変申しわけございません、イメージ図とい

う考えでございます。

、 、 、それと 減価償却 償却資産の係数についてのご説明ということでございますが

こちらにつきましては詳細な取り扱いが決まってまたそういった説明ができるよう

な時分になったら改めてお示しできるかと思いますので、この場でのご説明につい

てはご容赦願いたいと思います。申しわけございません。

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

３番委員。

〇３番（宇佐神幸一君） 前回の委員会のときにもお話しした中で、１点ほど検討

しているということであったので、もう一度確認させていただきたいのですが、個

人の20キロ圏内にあった車の放置されたやつの処理、あれから一応処理場所とか処

理の時期とか、またその方法についてわかりましたら教えてください。

〇委員長（渡辺英博君） 常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） 今３番議員からご指摘のありました点ですけれども、まず前回９

月４日のご質問のときに私がお答えをしたところがちょっと私も取り違えていたと

ころがあって、私の回答を一部訂正をさせていただきたいと思います。

前回私は、宇佐神議員のご指摘に対して、当社で賠償をさせていただいた車両に

ついては当社にて集積することを考えていると、その場所を今検討しているという

趣旨の回答をさせていただきましたけれども、この点について私のちょっと一部勘

違いがありました。当社で回収することを予定しておりますのは、今事故の収束に

当たっている福島第一の構内に放置された車両がありまして、それが復旧作業に邪

魔になっているというケースがあって、そういう車両につきましては当社にて回収

をして、その置き場を大熊町さんや双葉町さんとその場所の件で今協議をさせてい

ただいているということでございました。ちょっとそういう趣旨でございましたの

で、その点につきましては、申しわけありませんけれども、訂正をさせていただき
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たいと思います。

それから、改めまして今議員から車の、放置された車の処理、処分どうするのか

ということでございますけれども、まだ警戒区域が解除されていない地域に放置さ

れた、言い方を変えると福島第一の構外に放置された一般の方の放置車両につきま

しては、これもちろん賠償の対象になるケースありますけれども、その車の処分、

処理につきましては、申しわけないのですが、その所有者の方にお願いをしたいと

いうことであります。ただ、そういったって入れないではないかということも、こ

れもまたご指摘のとおりでございますけれども、それにつきましてはやはり何らか

の新たな対策が必要かと思っておりますけれども、申しわけありませんけれども、

基本的には所有者の方でお願いをしたいと。それにかかったいろんな費用につきま

しては当然賠償させていただくということを今基本的には考えておりますので、そ

ういうことでご理解賜りたいと思います。

以上です。

〇委員長（渡辺英博君） ３番委員。

〔何事か言う人あり〕

〇３番（宇佐神幸一君） 済みません、ただ一つだけ教えてください。

前回のときには東電で一応面倒を見るという形で、今回は急遽変わりましたけれ

ども。個人で見てくれと。ただ、個人では１回賠償をもらっていて、基本的に今入

。 、 。れない状況でもあると 実際なったとき その窓口はどこに行ったらいいのですか

町の行政ですか。処分したいとか。はっきり言えば、自分のところにあればいいで

す、他人のところにあるやつを撤去してくれといった場合、それはどこに行けばい

いのですか。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） その手続にかかわる費用につきましては、当社のその賠償の窓口

にそれにかかった費用の賠償のご請求いただくということになります。ただ、その

車そのものをどうやって動かしたらいいのかということにつきましては、申しわけ

、 。 。ありませんが 当社にもちょっとその窓口機能はありません 申しわけありません
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どういう所有の車かもちょっと当社ではわかりかねることが多いと思いますので、

申しわけありませんが、ご理解賜りたいと思います。

〔 関連１つ。１点だけ」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） ９番委員。

〇９番（渡辺三男君） 石崎常務、それはおかしいでしょう。東電さんに今回賠償

をいただいている車は、ほとんど放射能数値が高くて乗れないとか、そういう部分

。 、 。が多いと思うのです それ個人個人に処理しろって どうやって処理するのですか

東京のど真ん中に持っていって置いてきても構わないのですか。ほとんどがそうい

うケースだと思うのです。放射能が余り強いと。だから、個人ではそんなもの処理

できないのです。電力さんのプロパーの人できちっとしてもらわないとどうにもな

らないと。要は第一原子力の構内も同じでしょう。構内にある車も放射線量が高い

から、どこかに１カ所置き場を確保しておくと。20キロ圏内の車もそうなのです。

ただ乗れるものを電力さんに買い取ってもらってお金とかえようなんていう人は多

分一人もいないと思います。若い子が乗るには余り放射線量が強いとか、こんな放

射線量のあるものに乗っていられないから、新しいものと買いかえるとか、全て放

射能が原因なのです。それを個人個人に処理しろというのは余り酷な話だと思いま

す。それはぜひ考えていただきたいと思います。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） 今ご指摘の点はもうおっしゃるとおりでありまして、今そういう

事例があった場合は個別に対応させていただいておりますので。具体的にはそう数

も多くなくて、今のところは処理できていると思っておりますけれども、いずれに

しろいろんなケースありますので、そこはご相談をいただきながら対応をさせてい

ただくということを基本としております。そういうことでご理解賜りたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

〔何事か言う人あり〕

〇２番（遠藤一善君） 済みません。先ほど津波の話が出て、全損とか流されたと

か流失したとか、ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ決まっていないのですけれども、こ
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の間のときにも詳細については改めてお知らせということで出ていて、この間もそ

ういう話だったのですけれども、いつなのですか。もう今月中に出るとか、そうい

うのちょっとはっきりさせていただいて、そこを目標に決めてもらわないと何も先

に進まないので、その返答だけお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） 石崎常務。

〇常務執行役福島原子力被災者支援対策本部副本部長兼原子力・立地本部副本部長

（石崎芳行君） これも遅くなって申しわけありません。今財物全体をきちっと細

かくお示しできるように全力を挙げて作業をしているところでありますけれども、

個別具体的にちょっといつというのは、申しわけありませんけれども、きょうこの

場でお答えできませんけれども、とにかく今急いでおりますので、何とぞご理解賜

りたいと思います。よろしくお願いします。

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

まだまだ皆さんの質問は尽きないようでございますが、次回の特別委員会やりま

すので、その中でもこういった機会を設けますので、その辺を含めてその他の件に

つきましては打ち切りたいと思いますけれども、よろしいですか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） なければ質疑を終了いたします。

〔 委員長、申しわけございません。答弁で一部「

不正確な回答をしてしまいましたので、訂正

させていただいてよろしいでしょうか」と言

う人あり〕

〇委員長（渡辺英博君） はい。

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（林 幹夫君） 林です。

宮本議長からご質問いただきました滞留水の水の量でございますが、不正確な回

答をしてしまいまして申しわけございません。手持ちの資料で確認いたしまして、

高台のタンク類に蓄えております貯蔵量は21万1,000立米というのが10月９日現在

の数値でございます。一方、滞留水として建物にたまっている分は約10万立米でご

ざいまして、これは滞留水を３メートル、海抜３メートルの水位で維持している以
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上はほとんど変わりがございません。したがいまして、建物に滞留水として10万立

米、そして高台のタンク類に21万1,000立米で、１日400でございますので、１週間

で大体3,000立米ぐらいずつふえていくという状況でございました。大変失礼しま

した。

〔 メガフロートに入ってんのも一緒か。メガフ「

ロートに入ってんのもこれは」と言う人あり〕

〇福島原子力被災者支援対策本部福島地域支援室副室長（武井澄男君） メガフロ

ートは別でございます。メガフロートには約8,000たまったようでございます。失

礼しました。

〇委員長（渡辺英博君） 議長、今の。

〔 いいです」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） よろしいですか。

〔 はい」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） これで付議事件１、東京電力（株）福島第一原子力発電

所事故に関する事項についての件を終了いたします。

石崎常務執行役員を初め、説明いただきました東京電力の皆さんにはここで退席

いただきます。大変お疲れさまでした。ありがとうございました。

暫時休議します。

休 議 （午後 零時０６分）

再 開 （午後 零時０７分）

〇委員長（渡辺英博君） 再開いたします。

次、付議事件２、その他についての件を議題といたします。執行部からございま

せんか。ないです。

〔 ありません」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） その他議員の皆さんからはございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇委員長（渡辺英博君） なければ付議事件２、その他についての件を終了いたし

osada
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▷
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ます。

以上をもちまして本日の原子力発電所等に関する特別委員会を終了いたします。

大変お疲れさまでした。

閉 会 （午後 零時０８分）
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